
2 0 2 4 / 1 0  

「 主 張 」 第 ２ 回 「 踏 ん だ り 蹴 っ た り 」 の 代 理 店 出 向  

 

 昨 年 来 の Ｂ Ｍ 事 件 等 で 問 題 に な っ た 損 保 会 社 社 員 の 代 理 店

出 向 に つ い て 、現 在 は 動 機 不 純 な 自 社 へ の 利 益 誘 導 策 、利 益 相

反 、 短 絡 的 な 収 保 拡 大 策 と い う 事 態 に 陥 っ て い る 。  

さ ら に 出 向 社 員 に よ る 顧 客 情 報 等 の 漏 洩 と い う 由 々 し き 事

態 に も な っ て 、兼 業 乗 合 代 理 店 へ の 出 向 廃 止 報 道 も 出 て い る 。 

 こ の よ う な 状 況 を 踏 ま え 、こ こ で は 、損 保 会 社 社 員 の 代 理 店

出 向 の 変 遷 と 今 後 に つ い て 考 え て み た い 。  

 

１ ． 1 9 9 6 年 の 業 法 改 正 前 の 代 理 店 出 向  

 

1 9 9 6 年 の 保 険 業 法 改 正 前 は 、 概 ね 、 以 下 の 基 準 で あ っ た 。  

( 1 )  原 則 ノ ー リ タ ー ン （ 出 向 社 員 の 損 保 会 社 復 帰 な し ）  

( 2 )  出 向 社 員 の 給 与 は 原 則 代 理 店 負 担 （ 5 0％ 以 上 の 負 担 が 基

本 、 社 会 保 険 料 は 損 保 会 社 負 担 ）  

そ し て 、 出 向 社 員 は 出 向 元 と 一 定 の 隔 壁 を 持 ち な が ら 代 理

店 業 務 に 従 事 し て い た 。  

  こ れ と は 別 に 、平 時 は 代 理 店 の 自 立 化 と 資 質 向 上 を 図 っ て

「 社 員 代 行 」 や 「 二 重 構 造 」 の 排 除 を 意 識 し な が ら 、 代 理 店

の 募 集 人 等 に 急 病 や 不 慮 の 事 故 等 の 緊 急 事 態 が 発 生 し た 場

合 、 代 理 店 業 務 に 支 障 を 来 す 事 態 を 回 避 す る た め に 損 保 会 社

の 社 員 に よ る 「 代 理 店 業 務 援 助 」 が で き る 旨 の 規 定 を 業 界 で

持 っ て い て 、 こ れ を 募 集 制 度 部 門 が 所 管 し て い た （ 旧 『 現 行

規 定 集 』： 廃 棄 済 ）。  

 

２ ． 1 9 9 6 年 以 降 の 代 理 店 出 向  

 

  保 険 業 法 改 正 後 は 、 多 く の 分 野 で 規 制 緩 和 ・ 自 由 化 が 進 展

し た が 、代 理 店 出 向 も 柔 軟 な 対 応 を す る よ う に な っ て い っ た 。 

  こ の 頃 、ノ ー リ タ ー ン で は 出 向 先 の 代 理 店 と 折 り 合 い が 悪

か っ た 場 合 に 社 員 が 復 帰 で き ず に 困 っ た こ と に な る と し て 、

一 定 の「 お 見 合 い 期 間（ 例 え ば 1 年 … ）」は 在 籍 出 向 と す る 方

式 も 採 用 さ れ た 。  



給 与 負 担 も 、保 険 会 社 の 社 員 の 給 与 水 準 が 高 い た め に 地 場

の 代 理 店 で は 負 担 で き な い と い う 事 情 が 考 慮 さ れ て 、負 担 割

合 も 柔 軟 に 対 応 さ れ る よ う に な っ た 。  

  こ の あ た り ま で は 許 容 範 囲 だ っ た か も 知 れ な い が 、営 推 部

門 の 影 響 力 が 一 層 強 く な っ て 自 社 へ の 収 保 拡 大 策 に 直 結 さ

せ る よ う に な り 、さ ら に 多 方 面 の 過 度 な 便 宜 供 与 も 絡 ん で 箍

〔 タ ガ 〕 が 外 れ 、 現 在 に 至 っ て い る 。  

 

３ ． 今 後 の 代 理 店 出 向  

 

 ９ 月 1 9 日 に は 損 保 協 会 か ら「 出 向 者 派 遣 ガ イ ド ラ イ ン 」が

リ リ ー ス さ れ た が 、 今 般 の 事 案 を 受 け て 「 営 業 目 的 の 代 理 店

出 向 禁 止 」 と い う 指 針 と な っ た 。  

ガ イ ド ラ イ ン に あ る「 過 度 な 出 向 」（ 言 葉 は 意 味 不 明 に 思 わ

れ る が … ）、「 利 益 相 反 の 問 題 」 か ら 、 抜 け 駆 け が 発 生 し な い

よ う 万 全 を 期 す べ き で あ る 。  

ガ イ ド ラ イ ン に は 、「 出 向 に か か る 統 括 部 門 が 判 断 す る 」と

の 記 載 が あ る が 、 現 在 は 営 推 部 門 主 導 で 決 定 し て い る も の を 、

例 え ば 、 人 事 部 門 と 共 に 募 集 制 度 部 門 が 統 括 部 門 と な っ て 判

断 す る よ う な 仕 組 み に す る こ と も 検 討 に 値 す る と 考 え る 。  

ま た 、 今 後 の 代 理 店 出 向 で は 、 独 禁 法 遵 守 と 非 競 争 領 域 限

定 を 前 提 と し て 、 ( 1 )  転 居 転 勤 が で き な い 事 情 の あ る 損 保 会

社 社 員 が 地 元 の 代 理 店 に 寄 与 し た い 場 合 、 ( 2 )  代 理 店 に 緊 急

事 態 が 発 生 し て 損 保 会 社 社 員 の 出 向 に よ る 支 援 を 必 要 と し

て い る 場 合 、 な ど は 、 検 討 の 余 地 が あ る よ う に 思 う 。  

 

最 後 に 、 過 去 の 不 祥 事 件 や 行 政 処 分 事 案 も そ う で あ る が 、

損 保 各 社 は い つ も 「 喉 元 過 ぎ れ ば 熱 さ を 忘 れ る 」 で 、 何 度 も

痛 い 目 に 遭 っ て い る の で 、 今 度 こ そ 肝 に 銘 じ る 必 要 が あ る 。 

コ ン プ ラ イ ア ン ス は 年 々 進 化 ・ 高 度 化 し て チ ェ ッ ク の 網 目

が 細 か く な っ て く る か ら 、 将 来 、 新 た な 不 祥 事 案 （ コ ン ダ ク

ト リ ス ク を 含 む ） が 発 生 し そ う に な っ た 場 合 、 未 然 防 止 や 傷

が 浅 い う ち に 自 浄 作 用 が 働 い て 対 処 で き る よ う な 態 勢 を 構

築 し て お く こ と が 求 め ら れ る 。  

（ 森 岡  伸 彦 ： ト ム ソ ン ネ ッ ト Ｓ Ｂ Ｐ ）  


